
第５８４０号 令和７年５月２３日 

 

発  行  所 
北九州市小倉北区城内１番１号 

北 九 州 市 役 所 

 

目        次 

  

◇ 規  則 

 

 

ページ 

 

〇 北九州市災害救助法施行細則の一部を改正する規則【危機管理室危機

管理課】 ３ 

  

◇ 告  示 

  

〇 難病の患者に対する医療等に関する法律の規定による指定医療機関の

指定【保健福祉局健康医療部健康危機管理課】 ４ 

〇 難病の患者に対する医療等に関する法律の規定による指定医療機関か

らの変更の届出【保健福祉局健康医療部健康危機管理課】 ６ 

〇 難病の患者に対する医療等に関する法律の規定による指定医療機関か

らの辞退の届出【保健福祉局健康医療部健康危機管理課】 ７ 

〇 徴収事務の委託【保健福祉局保健衛生部動物愛護センター】 

８ 

  

◇ 公  告 

  

〇 一般競争入札による市有財産の貸付け【都市ブランド創造局総務文化

部文化企画課】 ９ 

〇 物品調達契約に係る一般競争入札の公告【技術監理局契約部契約課】 

１１ 

〇 委託契約に係る一般競争入札の公告【子ども家庭局子育て支援部こど

も若者成育課】 １３ 

 

1



          本号で公布された条例等のあらまし 

 

 

 

 

 

 

2



北九州市災害救助法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和７年５月２３日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

 

北九州市規則第３９号 

北九州市災害救助法施行細則の一部を改正する規則 

 北九州市災害救助法施行細則（令和元年北九州市規則第２８号）の一部を次

のように改正する。 

 第１０号様式（裏）中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

付 則 

この規則は、令和７年６月１日から施行する。 
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北九州市告示第２５０号 

 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律第５０号）第１４

条第１項の規定により指定医療機関の指定をしたので、同法第２４条第１号の

規定により次のとおり告示する。 

  令和７年５月２３日 

北九州市長 武 内 和 久  

１ 医科 

指定医療機関の名称 指定医療機関の所在地       指定年月日 

医療法人こがねまるク

リニック訪問診療所 

北九州市八幡西区馬場山緑９番７

号 

令和７年５

月１日 

医療法人青木眼科クリ

ニック 

北九州市八幡東区荒生田一丁目４

番７号 

令和７年５

月１日 

きむら小児科 北九州市八幡西区別当町２６番２

９号 

令和７年５

月１日 

ホームクリニック 北九州市門司区風師三丁目１番４

４号 

令和７年５

月１日 

室町泌尿器科クリニッ

ク 

北九州市小倉北区室町二丁目５番

１カーニープレース小倉ビル３０

１号 

令和７年５

月１日 

医療法人祐愛会戸畑眼

科クリニック 

北九州市戸畑区汐井町１番１号 令和７年５

月１日 

２ 歯科 

指定医療機関の名称 指定医療機関の所在地       指定年月日 

医療法人母里歯科医院 北九州市小倉南区富士見二丁目２

番２号 

令和７年５

月１日 

３ 薬局 

指定医療機関の名称 指定医療機関の所在地       指定年月日 

コスモス調剤薬局陣原

駅店 

北九州市八幡西区陣原三丁目２４

番７号 

令和７年５

月１日 

三萩野薬局 北九州市小倉北区三萩野二丁目４

番１０号 

令和７年５

月１日 

らら薬局 北九州市小倉北区室町二丁目５番

１号 

令和７年５

月１日 

とばた調剤薬局 北九州市戸畑区沢見二丁目６番２

９号 

令和７年５

月１日 

新生堂薬局永犬丸店 北九州市八幡西区八枝五丁目４番

３号 

令和７年５

月１日 

４ 訪問看護ステーション 

指定医療機関の名称 指定医療機関の所在地       指定年月日 

訪問看護ステーション

Ｃｏｐｌｅ’ 

北九州市若松区浜町二丁目７番６

号 

令和７年５

月１日 
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訪問看護サンライフ 北九州市八幡西区野面二丁目５番

５号 

令和７年５

月１日 

にこさく訪問看護ステ

ーション 

北九州市小倉南区志井六丁目２番

７号 

令和７年５

月１日 

ウィーブ訪問看護ステ

ーション 

北九州市八幡西区鷹の巣三丁目８

番２９号 

令和７年５

月１日 
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北九州市告示第２５１号 

 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律第５０号）第１９

条の規定により指定医療機関から変更の届出があったので、同法第２４条第２

号の規定により次のとおり告示する。 

  令和７年５月２３日 

北九州市長 武 内 和 久  

１ 訪問看護ステーションの所在地の変更 

指定医療機関の名称 指定医療機関の所在地       変更年月日 

訪問看護ステーション

えみゅ 

旧 北九州市小倉北区三郎丸一丁

目７番５号２階 

令和７年５

月１日 

新 北九州市小倉北区熊本三丁目

１４番４６－２０２号 
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北九州市告示第２５２号 

 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律第５０号）第２０

条の規定により指定医療機関から辞退の届出があったので、同法第２４条第３

号の規定により次のとおり告示する。 

  令和７年５月２３日 

北九州市長 武 内 和 久  

１ 薬局 

指定医療機関の名称 指定医療機関の所在地       辞退年月日 

ハト薬局 北九州市小倉北区香春口一丁目６

番７号 

令和７年５

月１日 
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北九州市告示第２５３号 

 地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）附則第２条第３

項の規定により、犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料の徴収に

関する事務を次のとおり委託した。 

  令和７年５月２３日 

北九州市長 武 内 和 久 

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

公益社団法人北九州市

獣医師会 

北九州市八幡東区東田

一丁目３番６号 

令和 7 年４月１日から

令和８年３月３１日ま

で 
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北九州市公告第３５７号 

 市有財産を一般競争入札により貸し付けるので、北九州市契約規則（昭和３

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定

により次のとおり公告する。 

  令和７年５月２３日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 貸し付ける物件 

 （１） 物件名 旧九州厚生年金会館駐車場 

 （２） 所在地 北九州市小倉北区大手町１２番３号 

 （３） 貸付面積 ３，９０３平方メートル 

 （４） 最低貸付料 年額１５，４８３ , ０００円 

２ 貸付期間 

令和７年６月１９日から令和８年３月３１日まで 

３ 競争入札参加資格 

次の各号のいずれにも該当する者であること。 

 （１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること   

。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

に記載されていること。 

 （３） 駐車場の管理運営業務（自らが管理・運営するものに限る。）につ

いて、３年以上の実績を有する者であること。 

 （４） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

４  入札手続等 

 （１）  契約条項を示す場所及び期間 

  ア  場所  北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市都市ブランド創造局総務文化部文化企画課 

  イ  期間 

この公告の日から令和７年６月５日まで（日曜日及び土曜日を除く。

）の毎日午前９時から午後５時まで 

 （２）  入札の要領及び参加申込書を交付する場所及び期間 

   前号の場所及び期間において無償で交付する。 

 （３）  入札に参加するための要件 

  ア この一般競争入札に参加を希望する者は、所定の期日までに入札参加

申込みを行わなければならない。 
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  イ 入札参加申込みは、所定の様式を持参することにより行わなければな

らない。 

 （４）  入札の参加申込みを受け付ける場所及び期間 

  ア 場所 

第１号アの場所と同じ。 

  イ 期間 

    令和７年５月２３日から６月５日まで（日曜日及び土曜日を除く。）

の毎日午前９時から午後５時まで 

 （５）  入札及び開札の場所及び日時 

  ア  場所  北九州市小倉北区城内１番１号 

    北九州市役所地下２階第３入札室 

イ  入札日時 

  令和７年６月１３日午前１０時 

  ウ 開札日時 

    入札締切り後直ちに行う。 

５ 入札保証金 

 （１） 月額貸付料の６月分以上の額 

 （２） 落札者が契約を締結しないときには、入札保証金は、北九州市に帰

属する。 

 （３） 契約規則第５条第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する

  。 

６  入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 （１）  最低貸付料を下回る価格による入札 

 （２）  契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

７ 入札の中止 

  特別の事情がある場合は、入札を中止し、延期し、又は取り消すことがあ

る。この場合において、入札者及び入札に加わろうとするものが損失を受け

ても、北九州市は、補償の責めを負わない。 

８  入札等に係る問合せ先 

北九州市都市ブランド創造局総務文化部文化企画課 

  〒８０３－８５０１  北九州市小倉北区城内１番１号 

  電話  ０９３－５８２－２３９１ 
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北九州市公告第３５８号 
次の物品について、一般競争入札により物品調達契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号 
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。 

令和７年５月２３日 
北九州市長 武 内 和 久   

１ 調達内容 

購入品目及び数量 防火服上衣（墜落制止用器具付） 他３品 一式 
購入物品の仕様 仕様書に定めるとおり 
履行期限 令和８年１月３１日 
納入場所 消防局人事課（北九州市小倉北区大手町３番９号） 

２ 競争入札参

加資格（次の

いずれにも該

当する者であ

ること。） 

登録 有資格業者名簿（注１）に記載されていること。 
所在地 有資格業者名簿に記載されている本店所在地又は受任地が北九州市内にあること。 

実績 

令和５年度以降において、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以

下「本市」という。）が発注した１件１６０万円（令和７年度は１件３００万円）を

超える物品等供給契約における指名の実績又は契約の履行実績（随意契約によるもの

を含む。）があること。 
その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 契約条項を

示す場所及び

期間 

場所 北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市技術監理局契約部契約課 

期間 この公告の日から本件開札日まで（注２）の毎日午前９時から午後４時３０分まで 
（最終日午前１０時まで） 

４ 競争参加資

格確認申請書

提出期間 

この公告の日から令和７年５月３０日まで（注２）の毎日午前９時から午後 7 時まで及び同年６月２日午

前９時から午後４時３０分まで 

５ 入札書の受

付期間 
令和７年６月１０日から同月１９日まで（注２）の毎日午前９時から午後７時まで及び同月２０日午前９

時から午前１０時まで 
６ 開札の場所

及び日時 
場所 北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市技術監理局契約部契約課 
日時 令和７年６月２０日午前１０時１０分 

７ 入札及び契

約に関する条

件 

入札保証金 入札価格の１００分の５以上の額。ただし、契約規則第５条第７項各号のいずれかに該当

する場合は、免除する。 

契約保証金 契約金額の１００分の５以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第３号の

いずれかに該当する場合は、免除する。 

入札方法 

総価により行う。入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載す

ること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とする。 
電子入札案件 この公告に係る入札は、原則として電子入札システムにより行う。 

８ 落札者の決

定方法 
契約規則第１３条第１項の規定により定められた予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者

を落札者とする。 

９ 入札の無効 

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 
（１） この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札 
（２） 競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 
（３） 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 
（４） 北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

１０ その他 

（１） この調達に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 
（２） 入札説明書及び仕様書は、北九州市技術監理局契約部ホームページからダウンロードする方法に 
より交付する。ただし、これにより難い場合は、第３項に示す場所及び期間において無償で交付する。 

（３） この入札に係る競争参加資格確認通知を受けていない者は、当該入札に参加することができない 
 。 
（４） 原則として、入札者名義のＩＣカード（注３）を取得し、北九州市電子入札システムの利用者登 

録を完了していること。 
（５） この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話 ０９３－５８２－２０ 

１７）とする。 
注１ 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第

１項に規定する有資格業者名簿をいう。 
注２ この公告第３項から第５項までに規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１ 
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７８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。 
注３ 北九州市電子入札用電子証明書（ＩＣカード）登録要領第３条に規定するＩＣカードをいう。 
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北九州市公告第３６１号 

 一般競争入札により、委託契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年

北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定によ

り、次のとおり公告する。 

  令和７年５月２３日 

北九州市長  武 内 和 久   

１  委託内容 

（ 1 ）  業務名  令和７年度 北九州市放課後児童クラブにおける長期休暇 

期間中の昼食提供支援業務委託 

（２）  履行の内容等 仕様書で定めるとおり 

（３）  履行期間  契約締結日から令和８年３月３１日まで 

（４）  入札方法   

ア  総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に 

当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１１０分の１００に相当する金額を入札書に記入すること。 

イ  開札の結果、予定価格の制限範囲内での入札がない場合は、直ちに再 

度入札を行う。 

ウ  入札執行回数は、２回を限度とする。 

エ  代理人が入札する場合は、本人の委任状を提出するとともに、入札書 

には代理人の記名押印が必要である。 

２  競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること 

 。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す  

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿  

に記載されていること。 

 （３） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３  入札の手続等 

 （１）  契約条項を示す場所及び期間 

 ア  場所  北九州市小倉北区城内１番１号 
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 イ  期間  この公告の日から令和７年５月２９日まで（日曜日及び土曜日 

  を除く。）の毎日午前８時３０分から正午まで及び午後１時から午後５  

  時まで 

（２）  入札関係資料の交付方法  この公告の日から電子メールにより無償 

で交付する。交付を希望する場合は、前号イの期間に子ども家庭局子育て 

支援部こども若者成育課に連絡すること。 

（３）  入札説明会  入札説明会は、行わないものとする。 

（４）  入札に参加するための要件等 

ア  この一般競争入札に参加を希望する者は、所定の期日までに入札参加 

申込みを行い、入札参加者としての資格を有するか否かについて審査を 

受けなければならない。 

イ  入札参加申込みは、所定の様式を持参し、又は郵送することにより行

わなければならない。 

（５）  入札参加申込書を提出する場所及び期間 

ア  場所  第１号アの場所と同じ 

イ  期間 

（ア）  持参の場合 

この公告の日から令和７年６月２日まで（日曜日及び土曜日を除く    

。）の毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

（イ）  郵送の場合 

書留郵便で令和７年６月２日午後５時までに必着のこと。 

（６）  競争入札参加資格確認結果の通知  令和７年６月３日までに通知す 

 る。 

４ 入札及び開札の場所及び日時 

 （１）  場所  北九州市小倉北区城内１番１号 

        北九州市役所本庁舎地下２階第２入札室 

 （２）  日時  令和７年６月４日（水）午前１０時 

５  その他 

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語  日本語 

イ  通貨  日本国通貨 

（２）  入札保証金及び契約保証金 

  ア  入札保証金  入札金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条 

第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 
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  イ  契約保証金  契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５ 

条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

（３）  入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 ア  この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

 イ  申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

 ウ  契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

（４）  落札者の決定方法 

契約規則第１３条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲 

内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。 

（５）  契約書作成の要否  要 

（６） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 

地等 

     北九州市子ども家庭局子育て支援部こども若者成育課 

 〒８０３－８５０１  北九州市小倉北区城内１番１号 

 電話  ０９３－５８２－２４７３  
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